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所
得
税
、
市
・
県
民
税
な

ど

税
の
申
告
は
お
早
め
に

令
和
４
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
な
ど
の
確
定
申

告
の
相
談
・
受
け
付
け
を
２
月
１６
日
〜
３
月
１５
日
、
産
業
振
興
セ

ン
タ
ー
で
実
施
し
ま
す
。
同
セ
ン
タ
ー
で
は
市
・
県
民
税
の
申
告

の
受
け
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
。
５
年
度
市
・
県
民
税
の
申
告
は
３

月
１５
日
ま
で
、
郵
送
や
市
役
所
２
階
の
市
民
税
課
で
受
け
付
け
ま

す
。
郵
送
で
の
提
出
に
協
力
を
。

所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税
なななななななななななななな
どどどどどどどどどどどどどど所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税

なななななななななななななな
どどどどどどどどどどどどどど

令
和
４
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
、
消
費
税
お
よ
び
地
方

消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
、
贈
与
税

の
申
告
の
相
談
・
受
け
付
け
を
左
表

の
通
り
実
施
し
ま
す
。

要
整
理
券
（
整
理
券
は
当
日
会
場

ラ

イ

ン

で
配
布
か
国
税
庁
公
式L

IN
E

を

通
じ
た
事
前
配
布
。
先
着
順
）
。
配

布
状
況
に
よ
っ
て
は
、
後
日
の
来
場

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

咳
・
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
人

や
体
調
が
優
れ
な
い
人
は
、
来
場
を

控
え
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

確
定
申
告
会
場
は
、
期
限
間
近
に

な
る
と
大
変
混
雑
し
ま
す
。
早
め
の

申
告
を
。
確
定
申
告
期
間
は
次
の
通

り
。▽

令
和
４
年
分
の
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
#
２
月
１６
日
〜
３

月
１５
日
▽
４
年
１
月
１
日
〜
１２
月
３１

日
の
課
税
期
間
に
お
け
る
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税
#
３
月
３１
日
ま
で

▽
４
年
分
の
贈
与
税
#
２
月
１
日
〜

３
月
１５
日
。

確
定
申
告
の
相
談
は

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
「
０
」
番
へ

大
阪
国
税
局
は
、
所
得
税
、
消
費

税
、
贈
与
税
の
確
定
申
告
に
関
す
る

電
話
相
談
を
「
確
定
申
告
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
」
で
次
の
通
り
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

▽
開
設
期
間
#
３
月
１５
日
ま
で
▽

利
用
方
法
#
伊
丹
税
務
署
へ
電
話

し
、
音
声
案
内
で
「
０
」
を
選
択
。

い
つ
で
も
ど
こ
で
も

ス
マ
ホ
で
申
告

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
確

定
申
告
書
な
ど
を
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
対
応
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
持
っ
て
い
る
人
や

事
前
に
税
務
署
で
本
人
確
認
後
、
発

行
さ
れ
る
「
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
」

を
取
得
し
て
い
る
人
は
、
ス
マ
ー
ト

イ

ー

タ

ッ

ク

ス

フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
ｅ
"
Ｔ
ａ
ｘ
で
申

告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊

＊

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
確
認
を
。

問
伊
丹
税
務
署
!

７７９
・
６
１
２
１

（
自
動
音
声
案
内
）。

令和４年分所得税などの申告の相談・受け付け

専用駐車場、駐輪場はありません。公共交通機関を利用してください。
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令
和
５
年
度
市
・
県
民
税
の
申
告

を
郵
送
や
市
役
所
２
階
の
市
民
税
課

窓
口
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
早
め

の
手
続
き
を
。

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
在
住
し

▽
前
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
▽
勤
務

先
か
ら
給
与
支
払
い
報
告
書
の
提
出

が
な
い
▽
給
与
所
得
以
外
に
年
金
、

恩
給
が
あ
る
▽
年
金
、
恩
給
を
受

け
、
社
会
保
険
料
や
生
命
保
険
料
な

ど
の
控
除
を
受
け
る
▽
※
市
内
に
事

業
所
や
家
屋
敷
が
あ
り
、
市
外
に
住

所
が
あ
る
―
―
人
な
ど
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
（
※
に
該
当
す
る

か
確
定
申
告
と
は
異
な
る
課
税
方
式

を
選
択
す
る
場
合
除
く
）。

申
告
に
必
要
な
も
の

個
人
番
号
カ
ー
ド
か
通
知
カ
ー
ド

（
氏
名
・
住
所
な
ど
が
住
民
票
記
載

事
項
と
一
致
し
て
い
る
も
の
）
、
本

人
確
認
書
類
、
所
得
の
証
明
と
な
る

も
の
（
４
年
中
の
源
泉
徴
収
票
や
給

与
支
給
明
細
書
な
ど
）
と
、
▽
社
会

保
険
料
控
除
（
国
民
健
康
保
険
、
国

民
年
金
、
介
護
保
険
の
支
払
っ
た
額

な
ど
）
▽
生
命
保
険
料
控
除
▽
医
療

費
控
除
▽
地
震
保
険
料
控
除
▽
平
成

１８
年
１２
月
３１
日
ま
で
に
締
結
し
た
旧

長
期
損
害
保
険
料
控
除
▽
寄
附
金
税

額
控
除
―
―
な
ど
が
あ
る
場
合
は
そ

の
領
収
書
か
証
明
書
。

郵
送
で
の
提
出
に
協
力
を

市
・
県
民
税
の
申
告
は
郵
送
が
便

利
で
す
。
申
告
書
の
書
き
方
が
分
か

ら
な
い
場
合
は
、
申
告
書
作
成
依
頼

書
の
提
出
が
あ
れ
ば
、
添
付
書
類
を

基
に
職
員
が
申
告
書
を
作
成
し
ま
す
。

申
告
書
と
同
依
頼
書
は
、
昨
年
３

月
末
ま
で
に
市
・
県
民
税
を
申
告
し

た
人
に
１
月
２０
日
ご
ろ
、
送
付
し
ま

す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
可
。

同
依
頼
書
に
必
要
事
項
を
書
き
、

必
要
書
類
を
添
え
て
３
月
１５
日
ま
で

に
郵
送
（
必
着
）
で
〒
６６４
・
８
５
０

３
伊
丹
市
役
所
市
民
税
課
へ
。

【
市
役
所
に
直
接
持
ち
込
み
の
場

合
】
市
市
民
税
課
で
は
混
雑
回
避
の

た
め
、
記
入
済
み
の
申
告
書
の
受
け

付
け
、
申
告
書
作
成
依
頼
書
の
記

入
、
添
付
資
料
の
預
か
り
の
み
対
応

し
ま
す
。

問
市
市
民
税
課
!

７８４
・
８
０
２

２
。

新新春春おお年年玉玉企企画画

答えを発表
本紙１月１日号４面「新春お年玉
企画環境問題○×クイズ」最終問題
の答えは、「○」でした。
各クイズの答えは▷第１問＝○▷
第２問＝○▷第３問＝○▷第４問＝
○▷第５問＝○▷第６問＝×▷第７
問＝×。
たくさんのご応募ありがとうござ
います。当選者には順次プレゼント
を発送します。
市広報・シティプロモーション課

!７８４－８０１０
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どどどどどどどどどどどどどどどどどど

手続きをお忘れなく

確
定
申
告
は
不
要
で
も

市
・
県
民
税
の
申
告
を

確
定
申
告
を
し
て
い
な
い
場
合

は
、
市
役
所
に
届
く
年
金
資
料
な

ど
で
課
税
を
決
定
し
ま
す
。
社
会

保
険
料
や
医
療
費
な
ど
控
除
に
加

え
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
申
告

に
よ
り
、
市
・
県
民
税
が
減
額
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
市
市
民
税
課
!

７８４
・
８
０
２

２
。就

学
援
助
な
ど
の
申
請

所
得
が
な
い
人
も
申
告
を

小
・
中
学
校
就
学
援
助
や
特
別

支
援
教
育
就
学
奨
励
費
の
申
請
・

認
定
に
は
、
同
一
世
帯
内
（
乳
幼

児
・
小
・
中
学
生
除
く
）
で
所
得

が
な
い
人
も
収
入
を
申
告
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

問
市
教
委
学
事
課
!

７８４
・
８
０

８
６
。

高
齢
者
の
障
害
者
控
除

該
当
者
は
認
定
申
請
を

６５
歳
以
上
で
介
護
認
定
（
要
支

援
１
・
２
、
要
介
護
１
〜
５
）
を

受
け
て
い
る
人
（
昨
年
１２
月
３１
日

現
在
）
は
、
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
な
く
て
も
申
請
に
よ

り
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

の
交
付
で
、
障
害
者
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

対
象
の
高
齢
者
が
税
制
上
の
控

除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
に
該

当
す
る
場
合
も
対
象
に
な
り
ま

す
。認

定
書
が
必
要
な
人
は
、
対
象

高
齢
者
の
介
護
保
険
証
、
窓
口
に

来
る
人
の
本
人
確
認
書
類
を
持
っ

て
直
接
、
市
役
所
１
階
の
地
域
・

高
年
福
祉
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
（
郵
送
も
可
）。

介
護
保
険
の
認
定
申
請
で
介
護

予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の

「
事
業
対
象
者
」
と
判
定
さ
れ
た

人
は
、
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
を
。

問
市
地
域
・
高
年
福
祉
課
!

７８４

・
８
０
９
９
。

お
む
つ
費
用
の
医
療
費
控
除

確
定
申
告
で
お
む
つ
費
用
の
医

療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
、
寝
た

き
り
の
状
態
で
治
療
上
お
む
つ
の

使
用
が
必
要
な
人
に
つ
い
て
は
、

医
師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
人
で
同
控
除
を
申
告
す

る
場
合
、
２
年
目
以
降
の
確
定
申

告
で
は
、
要
介
護
認
定
時
の
主
治

医
意
見
書
の
記
載
に
よ
り
▽
寝
た

き
り
状
態
に
あ
る
▽
尿
失
禁
発
生

の
可
能
性
が
あ
る
―
―
こ
と
が
確

認
で
き
た
場
合
の
み
「
お
む
つ
代

の
医
療
費
控
除
に
係
る
確
認
証
明

書
」
を
発
行
し
ま
す
。

市
役
所
１
階
の
介
護
保
険
課
で

申
請
を
。

問
市
介
護
保
険
課
!

７８４
・
８
０

３
７
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

申
告
は
１
月
３１
日
ま
で

市
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を

持
っ
て
い
る
人
は
、
個
人
・
法
人

を
問
わ
ず
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

の
償
却
資
産
の
内
容
を
市
に
申
告

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

申
告
内
容
は
、
償
却
資
産
の
所

在
地
、
種
類
、
数
量
、
取
得
年
月
、

取
得
価
額
、
耐
用
年
数
な
ど
。
令

和
４
年
中
に
資
産
の
増
減
が
な
い

場
合
も
申
告
は
必
要
で
す
。
新
た

に
申
告
す
る
場
合
は
、
全
資
産
を

申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
告
書
は
市
役
所
２
階
の
資
産

税
課
で
配
布
し
ま
す
。
１
月
３１
日

ま
で
に
提
出
を
。

問
市
資
産
税
課
!

７８４
・
８
０
２

３
。

開設日時

午前９時～午後４時（相談

受付は早めに終了する場合

があります）

２月１６日～３月１５日（土・

日曜、祝日除く。ただし、

２月１９・２６日の日曜は開

設）

会場

産業振興センター


